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澤 井 充 生

I イスラモフォビアの噴出

中国国内では 2016 年頃からムスリム少数民族に対する風当たりが 非常に強くなって
いる。もっとも北京市や上海市などの大都市では 1 98 0年代から 1 9 90 年代にかけてウイ
グル族の出稼ぎ民が増加した頃、 ウイグル族に対する蔑視や差別はすでに存在した
が 、 ここ 数年の中国ムスリムをとりまく状況は 非常に際立っている。なぜなら 2010年
代 、 中国国内においてもソ ー シャル ・ ネットワ ー キング ・ サ ービスが普及するにつれ、
インタ ー ネット上で「穆黒」と呼ばれるネチズンがおなじ中国に居住するムスリムに
対して誹謗中傷を繰り 返すようになったからである。さらに 、 学術界からも中国ムス
リムに対する嫌悪感、 ムスリム少数民族の優遇政策に対する不満の声が発せられてお
り、 欧米先進諸国だけでなく、 中国国内においてもイスラモフォビア（イスラ ーム恐
怖症）の蔓延を容易に看取することができる。

実は、 中国史を紐解けば、 清朝の乾隆年間以降、 中国領内には 数多くのムスリム少
数民族が生活しており、 ムスリム少数民族は 最近になって中国国内に突然登場した

「異人」などではない。中国の「内地」（西北を除いた地域を指す）に目を向ければ、
明代以降、 漢語を母語と する回民（現在の回族）が漢人（現在の漢族）と共生し続け
ており、 基本的には 平和に暮らしてきた。中華世界における漠人と回民の共生は、 中
国の内地に鎮座する中国式建築の清真寺（モスク）、 回族だけでなく、 漢族も常連客
となっている老舗の清真飯館（ハラ ール料理店）の存在をみれば一目瞭然であろう。
それでは、 なぜ近 年 、 中国国内でイスラモフォビアが火種となって異民族 ・ 異宗教信
徒間の緊張が高まっているのであろうか。

その背景には以下の要因があると考えられる。まず、 最初の要因として 、 中国国内
の世論に大きな衝撃をあたえたテュルク系ムスリムの分離独立運動を指 摘することが
できる。2010 年代に入り、 一 部のテュルク系ムスリム（主に新彊出身のウイグル族）
の武装勢力が新橿だけでなく、 北京で天安門車炎上事件(2013年）、 雲南省で昆明事
件(2014 年）などの無差別殺傷事件を引き起こし、 中国各地で緊張が高まったことは
記憶に新しい。また 、 ちょうどおなじ頃、 中国籍のテュルク系ムスリムが「イスラ ー

ム国」やその他のジハ ー ド主義者（例えばアル＝カ ーイダ）と共闘関係にあることが
新聞 ・ ニュ ースで報道されると(2011年以降）、 中国国内においてもイスラ ームやム
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スリム諸民族に対する警戒心や猜疑心がいやおうなく強まった。

そのはか、 無差別テロ事件とは別に、 近年、 中国国内においてハ ラ ー ル食品の生
産 ・ 販売をはじめとするムスリム少数民族の優遇政策に対して批判の矛先が向けられ

るようになった。1949年に中華人民共和国が成立した後、 中国共産党 ・ 政府はムスリ

ム少数民族に対してハ ラー ル食品の生産・販売などを法的に容認してきたが、 近年、
「 ムスリム少数民族だけを優遇するのは不公平ではないか」という不満の声が「 穆黒J

から叫ばれるようになったのである。 ハ ラー ル食品とはイスラー ムの戒律にもとづい

て処理した食品を指すが、「穆黒」 は市場や学校などの公的な領域にイスラ ー ム関連

商品が広まる現象を警戒し、 ハ ラー ル食品の普及が社会主義国家の政教分離の原則に

違反すると主張するようになった（例えば、 BBCによる報道り。 このように、 中国国
内における「穆黒Jによる攻撃がイスラモフォビアのもうひとつの火種となったので
ある。

さらに、 中国共産党 ・ 政府が数年前に導入した新しい政策の存在を忘れてはならな
い。 中国共産党・政府は、 漠族と少数民族、 ムスリムと非ムスリムといった集団間の

文化摩擦が強まるなか、 2016年に「 宗教中国化」 という新しい政策を掲げた。 ここで
いう「 宗教中国化」 とは中国領内における主に外来宗教（例えばキリスト教、 イス
ラー ム） に対する馴化を意味し、 例えば、 キリスト教教会での十字架の取り外し、 清
真寺（モスク） でのアラブ風ド ー ムの撤去などが実際に強行されている。 注目すべき

は、 このような中国共産党・政府による新しい政策が中国国内のイスラモフォビアの
蔓延と同じ時期に進行していることである。

このように急変する中国ムスリムをとりまく情勢に鑑み、 本稿では、 近年、 中国国

内において蔓延しつつあるイスラモフォビアおよび中国共産党が提唱した「 宗教中国

化」 に注目し、 両者の親和性に対して検討を加える。 中華人民共和国では1949年以

来、 漢族だけでなく、 55の少数民族を「 中国人民」（改革開放期には「中華民族」） と

して統合する政策が採用されてきたが、「 宗教中国化」は中国共産党・政府から上意

下達で宗教界の末端へ向かって推し進められているため、 中国共産党 ・ 政府が宗教的

マイノリティを差異化しながら馴化しようとする巧妙な姿勢をその政策から読み取る

ことができる。 当然のことながら「 宗教中国化」 という新しい政策に不条理な暴力性

を感じる信徒たちが中国宗教界にいないわけではないが、 宗教政策の矛盾点に対して

公の場で異議を唱えることはほぽ不可能である。 このような現状をふまえ、 本稿では
イスラモフォビアと「 宗教中国化」 にみられる親和性を明らかにし、 中国イスラー ム

界にみられるディストピア化という新しい現象の意味を考察する。
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＂ 「逆中国化」に対する批判 習五ーの主張

まず、 中国国内においてイスラモフォビアを強硬に主張する代表的な論者を紹介し

たい。 その人物とは中国社会科学院に勤務する習五ーである。 習五ーは無神論を研究

する女性研究者で、 イスラー ム研究者ではないが、 近年、 中国国内のイスラー ム、 ム

スリム少数民族、 ハラー ル認証などに対して批判の矛先を向けている。 習五ーの論点

は非常に明確で、 中国領内のムスリム少数民族に対する優遇政策は過激な宗教思想の

浸透を助長するという見解である。

習五ーによれば、 近年、 中国国内の西北地方（例えば、 新彊ウイグル自治区、 寧夏

回族自治区、 甘粛省、 青海省、 映西省）や雲南省沙旬などでイスラー ムの「逆中国化」

の傾向がみられ、 新彊では「去極端化」（脱過激化） のキャンペー ンが展開されてお

り、 サウデイアラビアのワッ ハ ー ブ主義の浸透が抑制されているが、 寧夏、 甘粛省、

青海省などではイスラー ムの「逆中国化」が進んでおり、 警戒すべきであるという［習

五ー 2016]。 習五ーは(1)「 清真認化」（パン ・ ハ ラー ル化） の拡大、(2) 清真寺の

アラブ式建築の増加、(3) 宗教教育の浸透を「逆中国化」 の兆候として列挙し、 持論

を展開する。 以下、 習五ーの主張を紹介する。

1 「清真活化」への警戒

まず、 最初の「 清真i乏化」 について説明する。「 清真i乏化」という用語には日本語
の定訳はないが、 英語の "pan-halalization" に相 当し、「パン ・ ハ ラー リゼー ション」、

「パン ・ ハ ラー ル化」と翻訳することができる。 ハ ラー ル(halal) という概念はシャ

リー ア（イスラー ム法）において合法だと判断されたものを指す。 近年、 日本国内で
もハ ラー ル認証制度がよく知られるようになったが、 ハ ラー ル認証制度とは第三者機

関（認証機関 ） が個人または企業が生産した商品がハ ラー ルかどうかを審査し、 ハ

ラー ル認証を授与する制度である。 グロー バル化しつつあるハラー ル認証制度の起源
は1974年にマレ ー シア国内でハラー ル証明書が交付されたことを発端としており ［多
和田 2012 : 74]、 その後、 マレ ー シアだけでなく、 インド ネシア、 シンガポー ルな

どの周辺諸国にも波及するようになった。 中国の場合、 東南アジア起源のハラー ル認
証制度とは関係なく、 1980年代以降、 中央 ・ 地方の行政機関がハラー ル商品（主に食

品 ） を監督し、「 清真牌証Jという証明書を交付している（写真1)。 ただし、 2010年
代以降、 中国国内においてもマレー シアやインド ネシアなどのハ ラー ル認証機関から
ハ ラー ル認証を取得し、 ハラー ル商品を輸出する事例が増加しつつある。 例えば、 寧

夏回族自治区では国内唯一のハラー ル認証センタ ー が設置され、 世界的な注目を集め
たことは記憶に新しい。

それでは、 習五ーが問題視した「 清真i乏化」とはどのような現象を指すのだろうか。
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現代中国の文脈において「清真泣化」とはハラ ール認証が精肉・飲料などの食品にと
ど まらず、 そのほかの医薬品 、 調理場、 通路、 包装紙などに対しても過剰に適用され
る現象を指し、 否定的な意味を付与されることが 一 般的である。習五 ーが「清真i乏
化」を批判した際 、 ハラ ール認証制度はマレ ーシアのような政教 一致国家をモデルと
しているため 、 ハラ ール認証制度の普及は寧夏同族自治区の「清真泣化」、 回族のア
ラブ化を推進 するだけでなく、 中国内地に暮ら すムスリムの世俗化を悪い方向へ逆行
させかねないものとして位置づけられており、 それに対して警鐘を鳴らした［習五一

2016 ]。なお、 正確にいえば、 マレ ーシアはシャリ ー アを国家法とした政教 一致の
イスラ ーム国家ではない。

：三
，，月

第01-0002号

零真

北京市民族事努委民会制

�. 

写真1 中国政府が発行した清真牌証(2016年筆者撮影）

また 、 習五ーは「清真」というマ ークが中国国内の公共領域に蔓延 する 状況に対し
ても批判の矛先を向けた。習五 ーによれば、 現在 、 中国国内の市場、 観光地、 病院、
学校などの公共の場にも「清真」のマ ークを目に する機会が多く、 飲料水、 紙、 歯磨
き粉、 受付、 トイレ、 浴室、 病室、 通路などに までハラ ール認証が適用されていると
いう。このような「清真認化」を目の当たりにし、 習五ーは、 宗教の過激思想が社会
ヘ浸透 すると、 衣食住や人生儀礼などの日常生活に徐々に拡大し 、 原理主義的な宗教
意識を不断に強化し、 「清真認化」を推進し、 狂信的な宗教を扇動し、 宗教の社会化 、
さらには最終的には政治化を 実現させると述べた［習五ー 2016 ]。このように 、 近
年 、 中国国内において「清真乏化」という概念はイスラ ームの「過激思想」と結び付

けられて使用されることが多い。
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2 急増するアラブ風建築の清真寺
習五 ーが指摘した第二の問題点は中国国内に急増 するアラブ風建築の清真寺であ

る（写真 2)。習五ーによれば、 中国国内において清真寺の建築様式がアラブ風に改築
されており、 中国西北に位置 する寧夏回族自治区は貧困地域のひとつとして有名であ
るが 、 同自治区同心県では清真寺が 数多く建設されており(390箇寺）、 普 通学校の 数

(167校）を超過していると主張した'o

写真2 寧夏回族自治区にあるアラブ風建築の清真寺(2014年筆者撮影）

習五 ーは清真寺に対する批判をさらに続ける。中国各地 、 特に西北地方ではアラ
ブ風建築の清真寺が増加しており、 2008 年以来 、 サウディアラビア、 アラブ首長国
連邦、 クウェ ー トなどのイスラ ームを国教と する中東諸国が寧夏、 新彊 、 映西など
で資金援助した清真寺が5 60箇寺に達し、 1,45 0名の宗教指導者を養成し、 アラブ諸国
へ留学した者は3,28 0名いるという。習五 ーは具体的な根拠を示さないが 、 現在 、 サ
ウデイアラビアが資金援助した清真寺にはサウディアラビアで教育を受けた宗教指導
者がおり、 数多くのサウディアラビア贔屑の宗教指導者が他の清真寺に入り込んでい
るとも指摘 する。そのほか、 習五ーは、 アラブ風建築の清真寺は内陸や沿海部の大都
市に次第に蔓延し 、 杭什l 、 深訓、 武漢 、 重慶などの大都市においては「民族団結」の
旗印の下、 地方政府がアラブ風建築の豪華な清真寺の建築に出資していると強調 する

［習五 ー 2016]。なお 、 UAEやクウェ ー トではイスラ ームが国教と定められている
が 、 他宗教の信教の自由は認められている。
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3 宗教教育の浸透
習五ーが指摘した 最後の問題点は宗教教育の影響力である。習五ーによれば、 寧夏

回族自治区では自治区政府が民間のアラビア語学校を支援し、 サウデイアラビアなど
の国々からアラビア語教師を招聘し、 アラビア語 学校や幼稚園を運営しているとい
う。習五ーが主張 するところでは、 アラビア語教育施設の目的は「回族文化 、 異文化
を理解し、 幼児の多元文化意識 、 開放的で寛容な性格を育むためである」が、 アラビ
ア語学校の多くは民間の運営によるもので 、 そのなかには清真寺に運営を委託した学
校もあり、 これらの学校では主にアラビア語やイスラ ームの知識（主にクルア ーン）
を教えており、 宗教的な雰囲気が濃厚であるという。また 、 習五ーは、 アラビア語学
校ではクルア ーン朗誦大会が常に開催されており、 卒業式典ではクルア ーンが朗誦さ
れることが多いとも指摘 する［習五ー 2016 ]。

写真3 クルアー ンを朗誦するムスリム幼稚園の児童
出典： Youtube

3 

習五ーは甘粛省のムスリム幼稚園にも批判の矛先を向ける。2016 年 、 西北の甘粛省
臨夏回族自治州臨夏市にあるムスリム幼稚園の様子がインタ ーネット上に投稿された
のであるが（写真 3)、 習五ーは、 園児た ちがクルア ーンを朗誦し、 外国語学校の教師
たちがクルア ーン朗誦を生徒た ちに教えていると説明し、 甘粛省教育庁はただ ちに取
り締まらねばならないと主張した。さらに、 習五ーは、 おなじく臨夏市にある臨夏外
国語学校は教育部が認可した全日制中等専門学校であるにもかかわらず、 「宗教関連
の授業を開講してはならない」「中等 学校の教科書には宗教思想を宣伝 する内容を掲
載してはならない」といった規定があるにもかかわらず、 教育施設におけるクルア ー

ン朗誦の普及は突然発生した現象ではないと批判した［習五ー 2016]。
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m 習五ーの主張に対する検証

それでは、 ここから習五ーの主張の妥当性を検証していきたい。 習五ーの主な論点

をみたかぎり、 ハラー ル認証の普及、 モスクのアラブ風建築様式、 アラブ諸国からの

思想的影響、 公的領域への宗教の浸透などが過激な宗教思想を助長し、 政治化しかね

ないと習五 ー自身が思い込んでおり、 その出発点がイスラー ムに対する過剰な恐怖

心、 警戒心、 不信感にあるのではないかと推察することができる。 以下、 習五ーの論
点を順に検証していきたい。

まず、 第一の「 清真i乏化」の実態について説明する。 習五 ーは中国国内で「 清真」

というマー クが印刷された商品の普及に対して過剰な警戒心を抱いている。 しかし、

中国史を紐解けば、 中国領内において「 清真］というマー クは回民の人々が遅くとも

清朝期から使用してきた伝統的慣習であり、 現在も北京などの老舗のハラー ル料理店

ではごく 一 般的に使用されている。 中華人民共和国の成立以降（主に改革開放期 ）、
ハ ラー ル商品に対する認証は行政機関（民族事務委員会や宗教事務局）、 国家宗教事
務局の管轄下にある宗教団体（イスラー ム教協会 ） によって実施・監督されており、
ハラー ル商品の認証は合法的な制度である。 原則、「 清真」マー クは非ムスリムが安

易に使用できるものではなく、 行政機関・宗教団体 ・ 清真寺関係者はマー クが不正に
複製・使用されていないかどうかを普段から監視している。 このように、 ハラー ル商

品の生産 ・ 販売・監督は生活上の安心感をムスリムにもたらすものであり、 常識的に

考えれば、 ハ ラー ル認証の普及がイスラー ムの過激思想に結びつく危険性は感じられ

ない。

次に、 清真寺のアラブ風建築の間題を検証する。 習万ーによれば、 中国西北を中心

に清真寺の建築様式がアラブ風に改築されており、 海外のアラブ諸国からの非合法な

支援 ・ 援助がみられるということであるが、 清真寺の建築様式についていえば、 中華

民国期の頃から主に西北ではイスラー ム改革運動の影響もあり、 清真寺の建築様式に

アラブ風のものが採用されることは珍しいことではない。 また、 文化大革命の終了

後、 中国各地では大部分の破壊された清真寺が修復を中国政府によって容認されたの

であるが、 1980年代から1990年代にかけてイスラー ムの「 教派」（例えばイスラー ム

改革派） によってはアラブ風建築が選好された事例は存在する。 しかし、 清真寺の修

復は中国政府の認可を得てはじめて実現可能なのであり、 清真寺の修復・改築それ自

体は非合法な活動にはあたらない。

そのほか、 習五ーはモスクのアラブ風建築様式とイスラー ムの過激思想との関連性

に言及したが、 中国西北にはサラフィー ヤ派というイスラー ム改革派の「 教派」があ
り（本拠地は甘粛省臨夏回族自治）、卜［臨夏市 ）、 清真寺の学生をサウディアラビアヘ派
遣していることは事実である。 しかしながら、 中国ムスリム全体を俯鰍した場合、 サ
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ラフィー ヤ派の信徒は非常に少ない。 また、 サラフィー ヤ派に対しては伝統派やスー

フィー 教団などからの反発が根強く、 他の「 教派」からの改宗者が多いとはいえない。
このように極少数のサラフィー ヤ派の動向にのみ注目し、 アラブ諸国からの「 過激」

な宗教思想の影響が広範 囲にみられると誤解し、 一 般化することは適切ではない。
習五ーはアラビア語学校やイスラー ム 幼稚園などを例に挙げ、 宗教教育の世俗社会

への影響を非常に警戒するが、 主に中国西北にみられるアラビア語学校やム スリム 子

弟を対象とした幼稚園の運営はその大部分が地方政府の行政機関（教育庁または宗教

事務局） の認可を経て開校されたもので（もちろん未認可のものも存在するが） 、 地
方レ ベ ルでは行政機関の内諾を得た教育施設が多い。 筆者は2000年代初頭に寧夏回族

自治区で教育庁・宗教事務局双方がアラビア語学校を認可することは非常に珍しいと

聞いたことがあるが、 実態としては、 アラビア語学校は行政機関のどちらか一方から

は認可されており、 イスラー ム の過激な宗教思想を教授する場とはなっていたとは考

えられない。 寧夏回族自治区や甘粛省臨夏回族自治州臨夏市では地方政府によってア
ラビア語学校が設立されており、 それらは地方レ ベ ルの党幹部によって正式に承認さ

れた外国語学習のための教育施設であり、 イスラー ム の宗教思想を広めるための学校
ではない。

この よ うに、 習五ーの主張にみられる事実誤認を逐ー指摘したが、 彼女の言論には

いくつもの矛盾がみられることは明白であろう。 そのような根本的な問題が存在する

にもかかわらず、 中国国内の世論には習五 ーの主張に同調する声は実は少なくない。

もちろん中国共産党・政府は「 穆黒」 のようなネチ ズンの誹謗中傷を警戒し、 取り締

まりを怠ってはいない。 しかしながら、 中国共産党 ・ 政府が2016年に提唱した「 宗教
中国化」という新しい政策がイスラム フォビアの論調を補強しつつある。 以 下、「 宗

教中国化」について説明する。

w 習 近平政権下 の 「宗教中 国化」 キ ャ ン ペ ー ン

1 全国宗教工作会議
習五ーによる誹謗・中傷に対して中国イスラー ム 界からは批判 ・ 非難の声があがっ

たが（公式に発表された文章は数本しかない） 、 インタ ー ネッ ト 上では「 穆黒」 が習

五ーの主張を熱烈に支持した。 習五ー自身が2016年の全国宗教工作会議に言及したよ
うに、 習五 ーの主張は中国共産党の公式見解、 すなわち全国宗教工作会議における習

近平の講話内容とのあいだに共通点があり、 中国国内世論の潮流は習五ーにとって追

い風となっているのが実状である。
全国宗教工作会議は2016年4月 22日 ・ 23日に北京で開催された。 前回の会議が2001

年江沢民政権下で開催されたことを思い起こせば、 15年ぶりの開催である。 中国共産

党総書記、 国家主席、 中央軍委員会主席の習近平は2016年の宗教工作会議の席上にお
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いて 、(1) 中国特色社会主義宗教理論の堅持と発展、(2) 中国共産党の宗教工作の基
本方針の貰徹、(3) 中国国内の宗教工作 状況の分析、( 4) 中国の宗教工作が直面 する
新しい 状況や問題の研究、(5) 宗教工作の全面的な向上 、(6) 広大な信徒民衆を全国
の人民と共に歩む よ う強 固に組織 することなどを強調し 、 それらが中華民族の偉大な
る復興という中国の夢を実現させるための奮闘であると述べた［新華社 2 016 : 6 ]。

2 016 年 4月 2 3日 、 国 営 通信新 華社は全国宗教工作会 議を次のように報道している
［新華社 2 016 : 6 ]。

習近 平 は講話で次のように指摘した。宗教問題は一貫して我らの党が国家を治め
るにあたって適切に処理 すべき重要な問題である。宗教工作は党国家工作の大局に
おいて特殊な重要性を備えており、 中国の特色ある社会主義事業の発展、 党と人民
の血肉関係 、 社会和諧と民族 団結、 国家安全と祖国統一と関係がある。我が国宗教
工作の形勢は総じて良好であり、 党の宗教工作の基本方針は貫徹されており、 党と
宗教界の愛国統一戦線は不断に堅固なものとなり、 宗教工作の法治化は明らかに強
化され、 宗教活動は全体的に 平 穏を保持している。実践が証明 するように 、 我らが
党による宗教問題の理論と方針 ・ 政策は正確なものである。

習近平は続けて強調 する。宗教工作を適切に実施 するた めには党の宗教工作の基
本方針を 堅持しなければならず、 党の宗教信仰自由政策を全面的に貰徹させ、 法に
•もとづいて宗教事務を管理し、 自主独立の原則を堅持し、 宗教と社会主義の社会適
応を積極的に引 導しなければならない。党の宗教工作の基本方針は我ら党がマルク
ス主義の宗教観を堅持し、 我が国の国 内情勢と宗教の具体的 状況から出発し、 正反
両面の経験を汲み取って形作られるのである。宗教信仰自由政策の実施にあたって
は、 その出発点と着地点は広大な信徒 集 団および 非信徒集 団を 最大 限に団結させる
ことでなければならない。宗教と社会主義の社会適応に対する積極的な引 導とは信
徒集 団が祖国を愛し、 人民を愛し、 祖国統一を保ち、 中華民族の大 団結を守り、 国
家の 最高利益と中華民族全体の利益に服従 ・ 服務 するように引 導しなければならな
いことである。つ まり、 中国共産党の領 導および社会主義制度を擁護し、 中国の特
色ある社会主義の道を歩み続けること、 社会主義の核心的価値観を積極的に実践 す
ること 、 中華文化の弘揚、 宗教教義と中華文化の融合、 国の法律法規の遵守、 法管
理の自覚的な受け入れ 、 改革開放と社会主義現代化建設への挺身は中華民族の偉大
な復興という中国の夢を実現させるための力となる。

習近 平 は力説する。党の宗教工作を適切に実施 するには党の宗教工作の基本方針
をしっかりと堅持しなければならない。鍵となるのは「 導」にもとで深く考え 、 見
通し 、 正確に把握し、 「 導 」 の方向、 力量、 効力を 実践に移 すには宗教工作の主 導
権を掌握しなければならない。
出典 ： 人民網4
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さ らに 、 習近 平 は宗教政策の新しい方向性を示している。以下、 引用しておこう。

新しい形勢下 、 我々は中国の特色をもつ社会主義宗教理 論を 堅持および発展さ
せ、 中国共産党の宗教工作の基本方針を徹底させ、 我が国の宗教工作の形勢を分析
し 、 我が国の宗教工作が直面する新しい 状況下の新しい問題を研究し、 宗教工作の
水準を全面的に向上させ、 広大な信徒の民衆をより良く組織 ・ 凝集させ、 全国の人
民と同じ道を 歩 ませることが「 ふたつの百 年」（中国共 産党結成 100周 年の 2021年 、
新中国建国 100周 年の 20 4 9年） までの 奮 闘目標であり、 また 、 中華民族の偉大なる
復興という中国の夢を実現させるための奪闘である ［新華社 2016 : 7 ]。

習近 平 の発言内容をみると、 中国共産党の宗教理論がマルクス主義の宗教観を踏襲
し 、 社会主義式政教分離を大前提とした宗教工作を強調している点は胡錦濤時代のそ
れとおなじであるが 、 若干異なる点として 、 宗教政策を中華民族の復興という ナ シ ョ
ナリズムと密接に結び付けている点を指 摘することができる。

それでは、 このような方針に対して中国イスラ ーム 界はどのような反応を示したの
であろうか。当時、 中国イスラ ーム教協会の会長だった 陳広元は「堅持伊斯蘭教中国
化方向、 合力共築偉大中国夢」というタ イトルの文 章を発表し、「新しい情勢下の宗
教 工作が 非常に意義 深く、 習近 平 の講話か ら 真実の情熱と厚い希望を感じた」と述
べ、 習近 平 が 2015 年の中国共産党統一戦線工作部の会議において提唱した「我国宗教
要堅持中国化」は自分た ちにとって戦略性の高い任務であると評価した。陳広元は預
言者ムハンマ ドが発言したと考え ら れている「愛国是信仰的 一部分」（愛国は信仰の
一部分である）という聖句を引用し、 中国ムスリムが伝統的に育んできた愛国主義は

「イスラ ームの中国化」という智慧を見事に体現したものであると述べ、 習近 平 の提
唱した「宗教中国化」 に対して賛同する姿勢を示している［陳広元 2016: 23]。なお 、
さきほどの聖句はハディ ースに実際に収録されているかどうかは証明されていない。

2 宗教事務条例の改正
中国共 産党 ・ 政府が採用した新しい宗教政策はそれだけではない。2017 年 6月 、 国

務院は 『新宗教事務条例』 を公布し、 宗教工作の法制化のさ らなる強化に着手した。
『宗教事務条例』 といえば、 2005 年3月 に胡錦濤政権下で公布された条例であり、 それ
までは中央 ・ 地方の人民政府が宗教活動を管理 ・ 監督していたのであるが、 『宗教事
務条例』 によって行政の 最高機 関である国務院が中国領内における宗教活動の管理 ・

監督に介入できるようになり、 中国宗教界に大きな衝撃を与えたのだが 、 この条例が
2017 年になって 12年 ぶりに改正されたのである。

当 然のことなが ら国務院（李克強総理）が 2017 年に 『宗教事務条例』 を改正したこ
とには理由がある。国務院の公式見解をみたか ぎり、 今回の改正は中国領内における
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非合法の宗教活動をい ま まで以上に徹底的に統制 するための措置であると考えること
ができる。また 、 それと同時に 、 宗教事務条例の改正は中国共産党の 習近 平 党総書記
が 2016 年の全国宗教工作会議の席上で提唱した新しい方針に沿ったものであることは
間違いない。2017 年といえば、 中国共産 党第 1 9次代表大会が召 集され、 習近 平 体制の
権力基盤が磐石なものとなった 年にあたる。『宗教事務条例』 の改正には国務院より
むしろ中国共産党の意向が 反映された可能性が高い。

ここで新しい 『宗教事務条例』 の特徴を確認しておきたい。国営通信社新華社が 『宗
教事務条例』 の改正について国務院 関係者に取材をおこない 、 要点（改正点）を整理
している5。この取材によれば、 今回改正された 『宗教事務条例』 では、 第 一に 「維
炉公民宗教侶仰自由和宗教 界合法杖益、 維拍国家安全和社会和 i皆」（中国公民の信教
の自由および宗教 界の合法的権益の維持）、 第二に 「明硝宗教活功均所法人 斑格和宗
教財戸杖属 、 明硝逼制宗教商並化傾向」（宗教活動場所の法人資格および宗教財産権
の明確化）、 第三に 「規蒐宗教界財各管理 、 規落互朕 関宗教倍息服各」（宗教界財務管
理およびインタ ーネット上における宗教 関連情報業務の規範化）が新しい条項として
追加されている。中国領内における信教の自由を保障 することはこれ までの宗教政策
と変わらないが 、 宗教活動場所の法人資格および財産権の明確化 、 インタ ーネット上
の宗教 関 連情報の管理は新しい取り決めであり、 中国共産党 ・ 政府が宗教集団の 非合
法活動 、 不正な寄付 ． 送金、 バ ー チャルな空間での宗教勧誘などに対して抱く警戒心
を読み取ることができる。

2017 年の 『宗教事務条例』 の改正についてラジ オ ・ フリ ーアジアは「新しい宗教事
務条例は宗教信仰を中国化 するのか ？ 」というタ イトルの記事を発 表し 、 中国共 産
党 ・ 政府が外国勢力による宗教の利 用 、 過激な宗教思想の蔓延、 神像 • 仏像などの乱
用にみられる宗教商業化 、 非合法の宗教活動などを警戒していると指 摘した(2017 年
9月 12日のラジ オ ・ フリ ー アジアによる報道り 。実際の 状況 と して、 新しい 『宗教事

務条例』 には 「国家安全」、 「宗教極端思想」などの語彙が散りばめられており、 中華
人民共和国の安全保障と宗教政策がこれ まで以上に密接に 関連付けられていることは
明 らかである。

それでは、 中国イスラ ーム界は 『宗教事務条例』 の改正に対してどのような反応を
示したのであろうか。中国イスラ ー ム教協会の新しい会 長の発言を紹介し ておきた
い。現会長の楊発明は寧夏回族自治区出身の宗教指導者で、 比較的若い世代の人物で
ある。中国イスラ ーム教協会の会長に新しく就任した人物であり、 新世代の宗教指導
者を代表 する楊発明の発言は注目に値 する。

まず、 現行の宗教事務条例は旗印に 「合法の保持、 非合法の禁止、 過激化の封じ
込め 、（過激主義の） 浸透の抑制、 犯罪を取り締まる」という原則を提示 する。つ
まり、 合法的な宗教活動と宗教活動場所の保護を 明確化して おり、 非合法活動 、 過
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激主義 、 そ の浸透、 犯罪などの行為への対処および取り締まりを鮮明にしている。
これは、 （中国の） イ スラ ーム 界が 一 貰して 堅持 する「 愛国 、 中道 、 和 平 、 団結」
の精神であり、 そして、 「中道の 弘揚 、 過激 主義への 反対」の提唱および実践でも
あり、 ムスリム民衆 に対して正しい信仰 と 行為を引 導し、 さらに高レベルの法的根
拠を提供 す る 。これは宗教の過激思想の蔓延 と 浸透に対する確 固たる制御に と って
非常に大きな現実的な指導的意義がある。

次に 、 現行の宗教事務条例は宗教団体の機能を明確にし、 宗教活動場所の合法的
権益を保障 する。現行の宗教事務条例には宗教団体の機能について比較的明確な記
述があり、 我らの宗教工作の展開に対して適切な方向を示 す指導を提供 する。同時
に 、 現在の宗教事務条例は宗教活 動場所の合法的権益に対して更なる全面的な保護
を付与し、 宗教活動場所は法人登記の 申 請が可能 と なり、 宗教活動場所の自主独立
の公益慈善活動などに対して便宜を 図るものであり、 また、 宗教活動場所それ自体
の財産や各 種権益の保護に対しても有益である。
出典 ： 中国 イ スラ ーム教協会7

楊発明は、 『宗教事務条例J の改正は 習近 平 党総書記が全国宗教工作会 議で指示し
た方針を全面的に貰徹したものだ と して評価し 、 中国宗教 界の要望を 反映しており、
また 、 信徒群衆から擁護 と 支持を得ており、 また 、 「 愛国 、 中道、 和 平 、 団結」を強
調し、 過激な宗教思想を抑制 するよう主 張 する。前後 するが、 全国宗教工作会議で
2017 年に提唱された「宗教中国化」についても楊発明は 非常に肯定的な意見を述べて

いる。以下、 引用しておこう。

楊発明によれば、 中国化の過程ではイ スラ ームは不断にその内容を豊富にし、 新
しい印を刻み、 中国 イ スラ ームのもつ理性、 和 平 、 包容の高貴な品格を形成してい
る。これは世界各地の イ スラ ーム教の土着化に対して中国の経験を提供 するもので
ある。しかし、 近 年 、 非常 に 複雑な国際情勢の影響下 、 我が国の イ スラ ーム教の領
域では「清真i乏化」、 すなわ ち宗教が社会の世俗生 活 に 干渉 する現象 と いった無 視
できない 間題が出現している。

楊発明は続ける。イ スラ ームの中国化の堅持は我が国の イ スラ ームの成功の経験
の総括であり、 新しい歴史条件下の我が国の イ スラ ーム事業の健全な発展の堅実な
基礎 と なる。イ スラ ームの中国化を堅持 するため には愛国愛教の大きな旗印を高く
掲 げ、 中華民族の偉大な復興 と いう中国の夢を 一心同体で 実現しなければならな
い。優秀な中華の伝統文化を イ スラ ームに浸透させ、 中華民族の精神的な故郷を共
同で保護しなければならない。社会主義の核心的価値観を指導 と し 、 中国 イ スラ ー

ムの思想体系を確立しなければならない。
（中略）
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楊発明は総括する。 イスラー ムの中国化を推進するための鍵は愛国と愛教の統一

の堅持にある。 広大なムスリムは中華民族の偉大な復興という中国の夢を共同で実

現する こ とを国家と民族の最高の利益とし、 一心同体で力を合わせ、 改革開放と社

会主義現代化建設に積極的に身を投じなければならない。

出典 ： 国家宗教事務局8

この発言に注目したい箇所がある。 それは楊発明が習五ーと同様、 ［清真乏化」（パ

ン ・ ハラー リゼー ション） を例に挙げ、 宗教が中国の社会生活に干渉しており、 その

ことを軽視すべきでないと明言したことである。 中国イスラー ム界の学者、 特に中国

イスラー ム教協会の幹部が宗教と世俗の関係性につ いて述べることをあま り 聞いた記

憶はないのだが（おそらく中国イスラー ム界では政教分離が自明視されているからで

あろう）、 現会長の楊発明の発言にイスラモフォビアを扇動した習五 ーの意見とのあ
いだに共通点がみられることは予想外のことであるが、 注目に値する。 つまり、 中国

イスラー ム教協会会長の楊発明が、 習五ーと同様、 中国共産党が掲げる社会主義的な

宗教観（例えば、 政教分離の徹底化、 無神論教育の実施） に対して支持を表明したこ
とは興味深い。

それとは別に、 楊発明は、 イスラー ムは中国化を堅持し、「 愛国愛教」という偉大

な旗印を高く掲げ、 中華民族の偉大な復興という中国の夢を実現せねばならないと強

調し、 中国イスラー ムは世界各地におけるイスラー ムの「 本土化」（中国化） の模範

となっていると主張する。 中国イスラー ム教協会の会長がイスラー ムの中国化を再三

強調する姿勢から、 中国イスラー ム界全体が「 宗教中国化」 という新しい政策に対し

て支持を表明し、 それへの服従を決断したことは一目瞭然であろう。

V イ ス ラ ー ム は 「 中 国化」 し た の で は な か っ た の か ？

さて、 ここからは中国共産党 ・ 政府が提唱した 「宗教中国化」 という新しい政策の

内実およびその妥当性を検証する。 現在、 中国には 「宗教中国化」キャンペー ンに対

して違和感をおぼえる信徒たちは少なからず存在する。 例えば、 中国イスラー ムがな
ぜこの時期に「 中国化」する必要はあるのかという疑念を抱いた回族の知識人に中国

国内で出会ったことがある。 中国国内でこれまで出版されてきた中国イスラー ムや同

族の書籍にはイスラー ムという世界宗教は西アジア ・ 中央アジアから中国へ伝播した

後、 唐代から明代にかけて「本土化」（土着化） したと記述されており、 そのことは

中国の学術界では揺ら ぐことのない常識とな っている。 中国イスラー ムは中国という

広大な大地で1000年以上の歳 月 をかけて上着の文化（主に漢文化） を吸収しながら

ロー カ ル化し、 中華世界で開花した（本稿では中国イスラー ムの土着化の内実、 例え

ば、 漢文のイスラー ム典籍、 スー フィー 教団の成立、 漠文化を吸収した儀礼の細則に
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ついては論じない ）。 このような歴史的事実をふまえれるのであれば、 中国共産党 ·

政府が2016年からイスラー ムの「 中国化」をわ ざわ ざ提唱したことはきわめて暦突な
ことで、 不自然な印象をあたえる。

ここで、 中国共産党 ・ 政府のいう「中国化」 という概念を吟味しておかねばならな
い。 一 般に、「中国化」とは "sinicization" と英訳されるが、 中華なら ざるものが 「華
化」（中国化） する現象を指すと考えられている。「 華化」 の下位概念として 「漠化」、
すなわち "hanification" があり、 非漠人が漠人に同化する現象を意味する。 中国共産

党 ・ 政府の公式見解をみるかぎり、 当 局は「 宗教中国化」の「 中国化」 を「 漠化」 と

同一 視しているわけではなく、「 漢化」をけっして推奨しているわけではない。 しか
し、 実態としては、 キリスト教の十字架や清真寺のアラブ風ド ー ムの撤去などの一連
の措置を目の当 たりにすると、 中国共産党 ・ 政府が中国領内にくらす宗教的マイノリ

ティの「 異化」を忌避しているかのようにみえる。

次に、「 中国化」 と関連するのであるが、 習五ーに代表される「 穆黒」が中国ムス

リムを批判する際にしばしば使用する「 阿拉伯化」（アラブ化）、「 沙化」（サウデイア

ラビア化） という概念についても言及しておきたい。 近年、 中国国内のイスラモフォ

ビア言説において「 阿拉伯化」（阿化）、「 沙特化」 という概念が頻繁に使用される。

現在、 いずれの概念も中国国内では否定的な意味で使用されており、 中国ムスリムが

中東のアラブ諸国やイスラー ムから思想的影響を受け、 ブル カ 、 ニ カ ー ブ、 アバー ヤ
などの外国由来のイスラ ー ム服を着用したり、 母語ではないアラビア語を学んだり、

清真寺の建築様式をアラブ風建築に変更したりする現象を説明する場合に使用され

る。

実は、「 阿拉伯化」 や「 沙化」に対する取り締まりは近年になって突発的に発生し
たわけではない。 2009年7月 5 日 、 新謳ウイグ ル自治区でウルムチ事件が発生した後、

中回共産党 ・ 政府は2013年頃から新彊各地で「去極端化」（定訳はないが、 本稿では「 脱

過激化」 と和訳する） キャンペ ー ンを展開し、 中 東 由来とされる主にブル カ 、 ニ カ ー

ブ、 アバ ー ヤなどのイスラ ー ム服の着用＼ 男 性が顎鑽を伸ばすこ と 、 イスラ ー ムの
星 月 マー クの印刷などに対する取り締まりを強化した。 中国共産党 ・ 政府は「去極端

化」キャンペ ー ンを展開するなか、 テュ ルク系ムスリムの過激化した宗教活動を説明

する際に「阿化」、「沙化」 などの用語 を 使用したのであり、「阿化」、「 沙化」は「 極
端化」という否定的な概念と密接に関連付け ら れているのである。

新彊ウイグ ）レ自治区で実施された「去極端化」 キャンペ ー ンについて香港のフ ェ
ニ ッ クスTV傘下の メ ディア（鳳凰網 ） が詳細に報告している。 鳳凰網が2015年に実

施した 「 新彊去極端化調査」 によれば、 新彊政府職員がその原 因を2009年のウルムチ
事件発生以降のイスラー ムの「 原理主義」 の蔓延と関連付けていることを確認するこ

とができる。
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新彊政府官僚が鳳凰網に対して語ったところでは、 当時、 深い影響力を及ぽした

新しい過激な宗教思想は2007年から2008年にかけて台頭し、 2009年の7 · 5事件（ウ

ルムチ事件 ： 筆者注） が過激思想の蔓延をさらに助長した。 このほか、 国際情勢を

みれば、 イスラー ム世界の世俗化は阻止され、 原理主義が台頭する大きな趨勢が新

彊における過激な宗教思想の浸透を激化させた。
「 数年前、 過激な宗教（思想） が中国社会へ侵食していたのは一目瞭然であった。

ホ ー タ ンの大通りや小さな路地のどこでも女性たちが顔を隠す現象がみられ、 舞

踊 ・ 歌唱 ・ 音楽放送は想像すらできないことであった」。 ケ リヤ県党書記馬志軍は

鳳凰網に伝える。 馬志軍がロプ県政法委員会書記を務めていたときは「現代文明服
務車」が村落を巡回し、 顔を隠したり、 黒いアバー ヤ（イスラー ム服 ） を着用した

りしないように女性たちを指導し、 成果を上げていたのとは対照的である。
7 · 5事件の発生後、 当時、 フ ァ イザバー ド 県党書記だった朱雪氷も尋常ではない

と感 じている。 9人々が着る衣服に変化が現れ、 ハ ラー ルかどうかをむ やみ に 識別

し、 若者は両親が作る料理を食べなくなった ・ ・ ・ 」。 朱雪氷はイスラー ム原理主
義の浸透に対して警鐘を鳴らす。 「（イスラー ム原理主義の浸透は ） 本当に恐ろし
く、 天地を覆い尽くさんばかりで、 いったん規模が大きくなると、 ふたたび治めね

ばならず、 それは容易なことではない」。 2012年、 フ ァ イザバー ド 県党委員会の責

任者らはすべての郷村を訪ね歩き、 点滴式の宣伝教育を実施した。
出典 ： 鳳凰網 10

新彊政府関係者によれば、 新彊では2007年から2008年にかけて過激な宗教思想が台

頭し、 2009年のウルムチ事件の後、 極端な宗教思想が蔓延するようになり、 その背景

として、 イスラー ム世界における「 原理主義」の台頭が新彊への過激な宗教思想の浸

透を助長したという。 たしかに新彊において一部のテュ ルク系ムスリムの武装勢力が

分離独立運動を水面下で展開していることは事実であり、 新謄政府は礼拝、 断食、 ク
ルアー ン学習、 イスラー ム服の着用などの宗教的な行為をテュ ルク系ムスリムの宗教

意識の先鋭化、 エスノ ・ ナショナリズムの高揚などと関連付ける傾向にある。

2009年7月 5日にウルムチ事件が勃発した際、 漢族とウイグル族との間で緊張関係が

強まったことはよく知られている。 ウルムチ在住のウイグル族住民が言うには、 2009

年以降、 ウルムチ市ではウイグル族の集住地域から転出する漢族が増え、 イスラー ム

服を意識的に着用するウイグル族が街中で目立つように なったらしく、 実際、 ウルム
チ市ではニ カ ー ブやアバー ヤを着用した女性が非常に多かった(2012年新彊ウイグル

自治区ウルムチ市におけるフィー ルドワー ク）。 2009年7月 5日以 降、 ウルムチ市にお

いてウイグル族と漢族が相互に警戒するようになったことは間違いない。 そのような

状況を危惧したからか、 2009年以降、 新彊政府はイスラー ム服着用や顎韻を禁止する

注意書きを街中に掲示したり（写真4)、 新謹南部ではウイグル族の画家に「去極端化」
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キ ャ ン ペ ー ン を 宣伝す る 絵画 を 描かせた り す る な ど （写真5) 、 新彊政府 は テ ュ ル ク 系

ム ス リ ム の 過激化 を 取 り 締 ま る 運動 を 展 開 し た 。
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写真5 イ ス ラ ー ム服の ジルバ ー ブ を 批判 す る 農民画
出典 ： 天山網 12
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中国共産党・政府が一部のテ ュ ルク系ムスリムの分離独立運動を懸念し、 新彊ウイ

グ ル自治区において「去極端化」キャンペ ー ン に 着手したことは想像に難くないが、

ここで注目すべきは、 2017年頃から新櫃 由来の「去極端化」 キャンペ ー ンが西北の他

省（例えば、 寧夏回族自治区、 甘粛省、 青海省） や 「 内地」 にまで広範 囲に援用され

つつあることである。 例えば、 2018年に入り、 寧夏回族自治区においても「去極端

化」 キャンペ ー ンの援用が確認されている。 寧夏回族自治区は回族という民族名称が

付与された唯一の自治区（省レ ベ ル） であり、 回族が同自治区の「 主体民族」として

位置づけられている。 つまり、 寧夏では「 主体民族」 の回族には優遇政策（例えば、

共産党幹部の育成、 大学入試における審査基準の引 き下げ、 産児制限の緩和など） が
適用されてきた。 また、 寧夏では宗教政策において共産党・政府による統制は新彊ほ

ど強くなく、 極端に暴力的な宗教思想の浸透がみられることはない。

....._ 写真6 寧夏回族 自 治区 で 撤去 さ れ た ア ラ ブ風 ド ー ム (20 1 8年3 月 ）
出 典 ： 筆者所蔵

ところが、 2018年、 寧夏回族自治区の共産党組織は宗教活動を厳しく取り締まる禁

令を公布した。 同年2月 、 中国共産党は同 自治区中衛市中寧県大戦場鎮において宗教

活動場所に関する8つの禁令を伝達し、 その関連文書に清真寺の「 阿化」、「 沙化」の
取り締まり、「 宗教中国化」の必要性を明記したのである (2018年2月 11日のラジオ ・

フリー アジアによる報道り 。 中国国内ではアラブ風建築様式は1980年代から2000年代

にかけて清真寺が修復または改築された時期に非常に流行ったが、 中央・地方政府が

清真寺の建築様式を禁止したことはなく、 大多数の清真寺が合法的な宗教施設として
運営されてきた。 とりわけ、 回族の人口が多い寧夏回族自治区では清真寺の数は改革
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開放期に増加し、 アラブ風建築様式の清真寺が目立つようになった。 当然のことなが
ら清真寺の修復 • 新築は寧夏回族自治区政府の認可を得たものである。 ところが、 寧
夏回族自治区の共産党組織は「 阿化」、 「 沙化」 の厳禁を命じる通達を2018年になって
突然公布したのである。 写真6は寧夏回族自治区で清真寺のド ー ムが撤去される様子
を撮影した写真である。 ド ー ムが撤去される様子は多維新聞 ホ ー ムペ ー ジに投稿され

ている14
0

寧夏回族自治区における「 宗教中国化」キャンペ ー ンはと どまることはない 。 寧夏
の首府銀川 市には「 中阿之軸Jという広場があった。 これは中国とアラブ諸国との友
好関係を記念したものであり、 アラブやイスラー ム風デザインの記念碑、 彫像な どが
設置されたのであるが（写真7)、 2018年3月 、 外来 文化を想起させるモニ ュ メ ントが
撤 去され、 中華文化を象徴するデザインに変更されたと報じられた。 その際、 ［中阿

之軸」という地名は「 団結路」 という新しい 名前に改変された。 「 中阿之軸」とは寧
夏政府が推進した「 中阿博覧会」（中国 ・ アラブ諸国博覧会 ） の成果のひとつとして
建設された広場であったが、 不幸なことに「 宗教中国化」キャンペ ー ンの餌食となっ

てしまった。 実は、 寧夏ではそれ以前にもアラビ ア語と中国語が併記された道路標識

が一 部の官僚から問題視されたことがあり、 アラビア語表記が消されたことがあっ

た。 最新の情報として、 寧夏では行政機関とイスラー ム教協会が実施するハラー ル認
証の証明書、 いわゆる「 清真牌証」 からアラビア語の表記が印刷されなくなった。

写真7 寧夏回族 自 治区銀川 市の 「中 阿之軸」 (20 1 4年筆者撮影）

このように、 2018年に入ると、 それまではアラブやイスラー ムのデザインを取り入

れた建築物が容認されて い た寧夏でさえ「 宗教中国化」 の政策が強行されるように

なっている。 2000年に中国政府が西部大開発に着手した後、 習近平政権下の「 一帯一

路」政策にも後押しされ、 寧夏では「 中阿論壇」やハラー ル博覧会な どが自治区政府
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によって企画 ・ 開催され、 都市の景観にイスラー ム的な要素（例えば、 イスラー ムの

星 月 マー ク、 アー チ 型の装飾、 アラビア語表記 ） が取り入れられたのであるが、 それ

が2018年に突然撤去されたのである。

皮 肉 なことに、 寧夏回族自治区において過熱した「 宗教中国化」 キ ャ ンペ ー ンは
2018年8月 、 海外 メ デイアの注目を浴びることとなった。 そのきっかけは同自治区同

心県拿州鎮にある清真大寺をめ ぐる騒動である15。 8月 初旬、 章州鎮政府が「 清真大寺
が違法建築であるため8月 10日までに取 り 壊す」 と通達したところ、 8月 6日頃、 鎮政
府の取り決めに抗議する回族の人々が清真大寺に集まり、 敷地内で抗議活動を展開し

た。
清真大寺は文化大革命のときに破壊され、 2017年に修復されたモスクであり、 修復

後、 アラブ風建築となった。 鎮政府は「 違法建築」だと問題視するが、 モスクの修復 ・

改築は行政当局の許可を得ずに着手することは不可能なはずである。 おそらく清真大

寺の修復後、 アラブ風の建築様式（例えば、 巨大なド ー ム、 聟え立った ミ ナ レ ッ ト）
が目だったため、 2018年に入り、 鎮政府が「 宗教中国化」キャンペ ー ンを意識し、 清

真大寺の取り壊しを決めたのであろう。 ところが、 鎮政府の一方的な通達に納得でき

ない信徒たち ば清真大寺に集まり、 鎮政府が清真大寺を取り壊す期限 に 設定した8月
10日まで居座った。 8月 10日はち ょ う ど金曜日で、 イスラ ー ムの金曜礼拝が実施され

る日でもあったため、 数多くの1言徒たちが清真大寺に押し寄せた。
章州清真大寺のニ ュ ー スは携帯電話や ソ ー シャル ・ ネッ トワー キング ・ サー ビスな

どです ぐさま広まり、 中国各地に暮らす回族の人々はその動静に関心を寄せた。 例え
ば、 山西省長治にある清真寺の代表者たちは寧夏政府に対して請願書を提出し、 清真

大寺の破壊を取りやめるよう要請し、 清真大寺の破壊に抗議した信徒たちに対して平

和的な方法で後方支援を展開 し た(8月 18日の多維新聞による報道り 。 その結果、 鎮
政府は清真大寺の破壊を取りやめ、 建築様式を改めることに妥協したという。

VI 中 国 イ ス ラ ー ム 界の デ イ ス ト ピ ア 化

現在、 中国はポスト改革開放期の時期にあるといわれるが、 中国イスラー ム界を取
り巻く状況は2009年のウルムチ事件を契機として急変した。 つまり、 中国共産党 ・ 政

府は2009年のウルムチ事件発生後、 新櫃ウイグ ル自治区において強硬な政策（例え

ば、「去極端化」キャンペ ー ン ） を試験的に施行した。 その政策が功を奏した後（特

に2016年に陳全国が新橿ウイグル自治区の党書記に着任した後）、「去極端化」キャン
ペ ー ンとおなじような強硬な政策が中国領内の他のムスリム集住地域に援用される可

能性が高い。

もちろん、 近年の「 宗教中国化」 という新しい政策は新彊ウイグル自治区という地

方 レ ベ ルで決定されたのではなく、 2016年に北京で開催された全国宗教工作会議にお
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ける習 近平の指示に決定された方針である。 中国共産党中央における政策方針は地方

の共産党 ・ 行政機関へす ぐさま伝達され、 2017年頃から主に西北地方において「 宗教
中国化」という名 の下、「 阿化」や「 沙化」といった過激化の防止を目的とした政策
が清真寺関係者によって実際に採用されつつある。 寧夏回族自治区で2018年上半期に
撮影されたアラブ風ドー ムの撤去はその代表的な事例である。 2018年に入ってから清
真寺で行事となった国旗掲揚も「 宗教中国化」キャンペー ンの一環であると考えられ
る。

中国共産党 ・ 政府による「 宗教中国化」という号令は2010年代以降、 中国 国内世論

に渦巻いていたイスラモフォビア、 そして、 それを発する「 穆黒」の言論に対してヘ

イト・スピー チを保障する「 正 当性」を与えることとなった。 現在、 中国イスラー ム
界にはイスラモフォビアの荒波だけでなく、「 宗教中国化」 という実質的には「 漢化」
を強要する同調圧力も押し寄せ、 清真寺内部にまで蔓延しつつある。 中国共産党はキ

リスト教、 イスラー ムのような外来宗教に対して「 宗教中国化」 への同 調を促す指示

を公布しており、 キリスト教界やイ スラー ム界は「 宗教中国化」を自主的に推進する

姿勢を演出せ ざるをえない。「 宗教中国化」はキリスト教の教会やイスラー ムのモス
クのような宗教施設の建築様式だけでなく、 信徒たちの服装、 宗教教育の制度 ・ 内容、

生活習慣などにも波及しつつある。 このような情勢を目の当たりにすると、 現代中国

における「 宗教」 はその活動範囲を中国共産党 ・ 政府が認めた非常に狭い宗教空間（宗

教活動場所 ） に限定されているのに対し、「 宗教中国化」キャンペー ンは宗教空間だ

けでなく、 宗教空間の外部に広がる世俗社会にもしっかりと覆い被さっていることが
わかる。

ここで再度指摘すべきは近年の「 宗教中国化」 キャンペー ンにみられる矛盾である。

「 宗教中国化」という文言は中国 国内の公認宗教や非公認宗教に対する政策なのであ
るが、 実態としては、 中国 国外から伝わったキリスト教、 イ スラー ム、 チ ベッ ト仏教

が主要な標的として設定されているのに対し、 道教や漢伝仏教は意図的に除外されて

いるように外部者の目に映る。 実際、 2017年頃からキリスト教の十字架やイスラー ム

の星 月 マー クが政府当局によって宗教施設から撤去された事件がメ デイアでしばしば

報道されているが、 道教や仏教に関連したシンボル、 彫像、 書画、 商品などは中国各

地（主に観光地） に 氾濫しており、 それらが徹底的に取り締まられる様子は不思議な
ことにほとんど目にする機会がない。 当然のことながら中国の仏教界や道教界に対し

ても「 宗教中国化」の指示は中国共産党 ・ 政府によって出されており、 一部の宗教施

設は取り締まりの対象となっている。 とはいえ、 中国共産党・政府が宗教によって取

り締まりに強弱をつけている可能性が否定できない。

ごく最近の事例であるが、 ウイグル族や新種近現代史を研究する欧米人研究者たち

が中心となって新脳ウイグル自治区における強制収容所の存在を問題視し、 非難の声
をあげている。 新彊ウイグル自治図で主にテュ ルク系ムスリムが拘束されていること
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は2017年頃からラジオ ・ フリー アジアなどで報道されるようになり、 イスラー ム学者

やスポー ツ 選手などの著名人だけでなく、 一般民衆も数多く収容施設に収監されてい
ると報じられており、 ある統計資料によれば、 新彊ウイグ ル自治区内の県レ ベ ル以

下の場合、 ウイグ ル族8,647,943名 のうち892,329名 が収監されていると報道されてお

り17、 県レ ベ ル以下では少なくとも10名に1名が拘束 ・ 収監されているのではないかと

みられている ［水谷 2018 : 30] 。 2017年に カ ザフスタ ン共和国国籍のカ ザフ人男性
が拘束されたが、 カ ザフスタ ン政府の働きかけによって釈放され、 彼がメ デイアの取

材に応じたことで、 強制収容所内の取調、 拷問などの具体的な様子が明らかにされつ

つある叫

このような情勢下、 新鷹ウイグル自治区のある地域ではテュ ルク系ムスリムに対す

る漢化政策が強行されていることが海外 メ デイアで報道され、 世界的な関心を集め

た。 新彊南部のクチャ県第七小学校では「 伝統文化を発展させ、 継承させる」という

スロー ガンのもと、 ウイグ ル族児童に漠服を着せ、 国学を朗読させる様子が紹介さ

れ、 このような教育は「 漠化」 （漠族への同化） ではないかと非難された19。 清朝が18
恨紀にジ ュ ンガル ・ ハン国を征服し、 その後、 新鷹省成立以降、 新彊では漢語教育は

長期にわたって実施されており、 漢文化の教育は現代中国においても珍しいことでは

ない。 しかしながら、 公的な学校教育においてテュ ルク系ムスリムの児童に漠族の伝

統衣装の漢服を着用させ、 国学を朗読させることはそれ ま で実施されたことはなかっ

たため、 世界各国のメ デイアに注目された。 このような新橿ウイグル自治区における

且莫化」 政策は、 本稿で取り上げたイスラモフォビアや「 宗教中国化」とほほおなじ

ベクトルを共有していることがわかる。
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